
別紙様式第９号（第 87 条第 1項関係） 

年    月    日から 

第    期                         事業報告 

年    月    日まで 

（記載上の注意） 

 １ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 ２ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

 ３  この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①  子会社  株式会社商工組合中央金庫法第 23 条第 2項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  株式会社商工組合中央金庫法第 23 条第 1項第 2号に規定する子会社等を

いう。 

    ③  子法人等  株式会社商工組合中央金庫法施行令第 7 条第 2 項に規定する子法人等の

うち、株式会社商工組合中央金庫法第 23 条第 2 項に規定する子会社を除いたものをい

う。 

    ④  関連法人等  株式会社商工組合中央金庫法施行令第 7 条第 3 項に規定する関連法人

等をいう。 

  ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第 2項第 2 号に規定する完全子会社等をいう。 

  ⑥ 親会社等 会社法第 2条第 1項第 4号の 2に規定する親会社等をいう。 

４ 当該事業年度に係る会社法施行規則第 2条第 2項第 67 号に規定する連結計算書類の作

成会社である場合、この様式中に定める記載事項のうち「１ 当金庫の現況に関する事

項」中「⑴事業の経過及び成果等」、「⑵財産及び損益の状況」、「⑶使用人の状況」、「⑷

営業所等の状況」、「⑸設備投資の状況」及び「⑻その他当金庫の現況に関する重要な事

項」については、これらの全てを企業集団（株式会社商工組合中央金庫及び子会社等を

いう。以下同じ。）の状況について記載することで、株式会社商工組合中央金庫に関する

記載を省略できるものとする。ただし、「１ 当金庫の現況に関する事項」中「⑵財産及

び損益の状況」については、株式会社商工組合中央金庫に関する事項をも記載すること。 

５ 当該事業年度の末日において公開会社でない場合は、この様式中に定める記載事項のう

ち「１ 当金庫の現況に関する事項」、「２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執

行役）に関する事項」、「３ 社外役員に関する事項」及び「４ 当金庫の株式に関する事

項」については、記載を省略できるものとする。ただし、この様式中に定める記載事項の

うち事業報告で記載を省略した事項については、業務報告書（経済産業省・財務省・内閣

府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第２号。以下同じ。）に同一内容の

記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載すること。

１ 当金庫の現況に関する事項 

⑴ 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 主要な事業内容、金融経済環境並びにその事業年度における事業の経過及び成果（主要

な業務区分別）を記載すること。 



  ２ 対処すべき課題を記載すること。 

３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「⑴ 企業集団の事業の経過

及び成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡

るその事業年度における事業の経過及び成果（主要な業務区分別又は複数の事業セ

グメントを有している場合には事業セグメント若しくは報告セグメント別）、対処す

べき課題を記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団にお

ける子会社等以外の法人を含めている場合にはその旨を記載し、対処すべき課題の

記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。

⑵ 財産及び損益の状況 

 〔株式会社商工組合中央金庫の状況について記載する場合〕 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度

預 金

定 期 性 預 金

そ の 他

債 券

貸 出 金

融 資 対 象 団 体 等 向 け

融資対象団体等向け以外

特 定 取 引 資 産

（トレーディング資産）

特 定 取 引 負 債

（トレーディング負債）

有 価 証 券

国 債

そ の 他

総 資 産

内 国 為 替 取 扱 高

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

経 常 利 益

（ 又 は 経 常 損 失 ）

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）

百万円 百万円 百万円 百万円

１株当たり当期純利益（又は

１株当たり当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 預金、債券、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

なお、社債を発行する場合は、区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

２ 特定取引資産（トレーディング資産）とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引



資産をいう。 

特定取引負債（トレーディング負債）とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、

特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

負債をいう。 

３ 融資対象団体等とは、株式会社商工組合中央金庫法第 21 条第 1項第 2号に規定する融

資対象団体等をいう。 

４ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する遡及適用をいう。以下７において

同じ。）、財務諸表の組替え（同条第 52 項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下７に

おいて同じ。）又は修正再表示（同条第 53 項に規定する修正再表示をいう。以下７にお

いて同じ。）を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前の事業

年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行うことを妨

げない。 

なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行った場合には、その旨を欄外に

注記すること。 

上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その旨

及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

８ １株当たり当期純利益（又は１株当たり当期純損失）は、当事業年度又は貸借対照表

日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の事

業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを妨げな

い。 

なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨及び

当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記すること。 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

イ 企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度

経 常 収 益

経 常 利 益

親会社株主に帰属する当期純

利益 

包 括 利 益

純 資 産 額

総 資 産

（記載上の注意） 

１ 表題を「⑵企業集団及び当金庫の財産及び損益の状況」とすること。 



２ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該連結会計年度の前連結会計年度に係る事項については、遡及適用（連結財務諸表

の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定する遡及適用をいう。以下

５において同じ。）、連結財務諸表の組替え（同条第 44 号に規定する連結財務諸表の組替

えをいう。以下５において同じ。）又は修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示

をいう。以下５において同じ。）を行わなければならない。ただし、当該連結会計年度の

前連結会計年度より前の連結会計年度に係る事項について、遡及適用、連結財務諸表の

組替え又は修正再表示を行うことを妨げない。 

なお、遡及適用、連結財務諸表の組替え又は修正再表示を行った場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

上記にかかわらず、遡及適用又は連結財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

ロ 当金庫の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度

預 金

 定 期 性 預 金

 そ の 他

債 券

貸 出 金

 融資対象団体等向け

融資対象団体等向け以外

特 定 取 引 資 産

（トレーディング資産）

特 定 取 引 負 債

（トレーディング負債）

有 価 証 券

 国 債

 そ の 他

総 資 産

内 国 為 替 取 扱 高

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

経 常 利 益

（ 又 は 経 常 損 失 ）

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）

百万円 百万円 百万円 百万円



１株当たり当期純利益（又は

１株当たり当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 預金、債券、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

  なお、社債を発行する場合は、区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

２ 特定取引資産（トレーディング資産）とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

資産をいう。 

特定取引負債（トレーディング負債）とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、特

定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引負債

をいう。 

特定取引資産及び特定取引負債については、特定取引勘定を設けない場合は、記載を要

しない。 

３ 融資対象団体等とは、株式会社商工組合中央金庫法第 21条第 1項第 2号に規定する融

資対象団体等をいう。 

４ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第８条第 51 項に規定する遡及適用をいう。以下７において

同じ。）、財務諸表の組替え（同条第 52 項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下７に

おいて同じ。）又は修正再表示（同条第 53 項に規定する修正再表示をいう。以下７にお

いて同じ。）を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前の事業

年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行うことを妨

げない。 

なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行った場合には、その旨を欄外に

注記すること。 

上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その旨

及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

８ １株当たり当期純利益（又は１株当たり当期純損失）は、当事業年度又は貸借対照表

日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の事

業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを妨げな

い。 

なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨及び

当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記すること。 

⑶ 使用人の状況 

〔株式会社商工組合中央金庫の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 人 人



平 均 年 齢 年  月 年  月

平 均 勤 続 年 数 年  月 年  月

平 均 給 与 月 額 千円 千円

当 年 度 末 前 年 度 末

〇〇部門 △△部門 〇〇部門 △△部門 

使 用 人 数 人 人 人 人

（記載上の注意） 

１ 使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

２ 適宜欄を設け、使用人数（就業者数で可）を主要な業務区分別（区別することが困難

である場合を除く。）に記載すること。 

〔企業集団の状況について記載する場合〕

当 年 度 末 前 年 度 末

本業（貸出・預金・

為替等） 

 ・・・事業 本業（貸出・預金・

為替等）

・・・事業 

使 用 人 数 人 人 人 人

（記載上の注意） 

１ 表題を「⑶企業集団の使用人の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、株式会社商工組合中央金庫、子会社及び子法人等（非連結の子会社及

び子法人等を除く。）の使用人数（就業者数で可）を事業セグメント又は報告セグメント

別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な業務区分別）に記載し、関連

法人等の使用人数は記載を要しない。 

３ 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載

すること。 

⑷ 営業所等の状況 

〔株式会社商工組合中央金庫の状況について記載する場合〕 

イ 営業所数の推移 

 当 年 度 末 前 年 度 末

 店 うち出張所

（    ）

店 うち出張所

（    ）

 （    ） （    ）

 （    ） （    ）

 （    ） （    ）

国 内 計 （    ） （    ）

 （    ） （    ）

 （    ） （    ）

 （    ） （    ）

海 外 計 （    ） （    ）

合 計 （    ） （    ）



ロ 当年度新設営業所 

営 業 所 名 所  在  地 

（記載上の注意） 

１  代理組合等（株式会社商工組合中央金庫法第 27 条第１項に規定する代理組合等をい

う。以下同じ。）が組合等代理を営む営業所又は事務所を除いて記載すること。 

２ 「営業所数の推移」については、適宜地区別に区分して記載すること。 

３ 駐在員事務所については、欄外に注記すること。 

４ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に記載すること。 

ハ 代理組合等の一覧 

氏名又は名称
主たる営業所又は事務所の所在

地 
組合等代理以外の主要業務 

（記載上の注意） 

当年度末時点における代理組合等を記載すること。 

ニ 株式会社商工組合中央金庫が営む銀行代理業等の状況 

所属金融機関の商号又は名称 

（記載上の注意） 

株式会社商工組合中央金庫が銀行代理業等（銀行代理業、長期信用銀行法第 16 条の

５第２項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第 85 条の２第２項に規定する信用

金庫代理業、労働金庫法第 89 条の３第２項に規定する労働金庫代理業、協同組合による

金融事業に関する法律第６条の３第２項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合

法第 92 条の２第２項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第 121 条の２第

２項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第95条の２第２項に規定する農

林中央金庫代理業をいう。）を営む場合に記載すること。 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

イ 本業（貸出・預金・為替等） 

ロ ・・・事業 

（記載上の注意） 

１ 表題を「⑷ 企業集団の主要な営業所等の状況」とすること。 

２ イについては、以下のとおり記載すること。 



① 株式会社商工組合中央金庫の主要な営業所及び営業所数を記載すること。なお、

前年度末の営業所数についても区分ごとに括弧書で記載すること。（代理等組合

が組合等代理を営む営業所又は事務所を除く。） 

② 「株式会社商工組合中央金庫が営む銀行代理業等の状況」については、株式会

社商工組合中央金庫が銀行代理業等を営む場合に記載すること。 

３ イ以外については、適宜、子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主

要な会社名及びその主要な営業所を事業セグメント又は報告セグメント別（複数の

事業セグメントを有していない場合には主要な業務区分別）に記載し、関連法人等

の主要な会社名及びその主要な営業所については、記載を要しない。 

⑸  設備投資の状況 

〔株式会社商工組合中央金庫の状況について記載する場合〕 

イ 設備投資の総額 

（単位 百万円） 

設備投資の総額  

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

ロ 重要な設備の新設等 

（単位 百万円） 

内 容 金 額 

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及

び金額を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却

についてはその内容を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

（記載上の注意） 

１  表題を「⑸企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 株式会社商工組合中央金庫並びに子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等

を除く。）の設備投資の状況を事業セグメント又は報告セグメント別（複数の事業セグメ

ントを有していない場合には主要な業務区分別）に記載することとし、関連法人等の設

備投資の状況については、記載を要しない。 

３ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

４ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及

び金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却

についてはその内容を記載すること。 

⑹ 重要な子会社等の状況 

会社名 所在地 主要業務内 設立年月日 資本金 当金庫が有 その他 



容 する子会社

等の議決権

比率 

    百万円 ％

（記載上の注意） 

１ 子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

２ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

⑺  事業譲渡等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 

（記載上の注意） 

次に掲げる事項について記載すること。 

１ 重要な事業譲渡、吸収分割又は新設分割 

２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分

のうち重要なもの 

４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後株式会社商工組合中央金庫が存続す

るものに限る。）を含む。）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の

承継のうち重要なもの 

⑻ その他現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

１ その他現況に関する重要な事項があるときは、その内容を記載すること。 

２ 当金庫の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「⑻その他企業集団の現

況に関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載するこ

と。 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ 会社役員の状況 

（年度末現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 



（記載上の注意） 

１ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること（２、

７及び９を除く。）。

２ 辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任さ

れたものを除く。）があるときは、辞任した旨又は解任された旨、会社法第 342 条の２第

第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項（同条第４項において読み替えて準用する場

合を含む。）の意見があるときは、その意見の内容及び同法第 342 条の２第２項又は第 345

条第 2 項（同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。）の理由があるときは、

その理由を「その他」に記載すること（当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内

容としたものを除く。）。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、兼職の状況（重要でないものを除く。）を「重

要な兼職」に記載すること。  

５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

６ 監査等委員若しくは監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査等

委員若しくは当該監査委員に就いている取締役又は監査役が財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しているものであるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 

 ① 株式会社商工組合中央金庫が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社で

ある場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 

 ② 株式会社商工組合中央金庫が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社で

ある場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 

８ 事業年度の末日において監査役会設置会社であって金融商品取引法第 24条第 1項の規

定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければな

らないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置くことが相当でない

理由を欄外に記載すること。 

  なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事

情に応じて記載することとし、社外監査役が二人以上あることをもって当該理由とする

ことはできない。 

９ その他会社役員に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

⑵  会社役員に対する報酬等                     

（単位：百万円） 

区分 支給人数 報酬等 

取締役   

会計参与   

監査役   

執行役   

計   

（記載上の注意） 

１ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上



の利益をいう。 

２ 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の

取締役）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となった人

数を記載すること。ただし、会社法施行規則第 121 条第４号ロ又はハにより、適宜設欄

のうえ記載することもできる。また、同条第５号に規定する報酬等についても記載する

こと。 

３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

４ 会社役員（社外役員を除く。）が株式会社商工組合中央金庫の支配人その他の使用人を

兼ねている場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載

すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、指名委員会等設置会社にあっては、記載を要しない。 

６ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又

は執行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているとき

は、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、当該事業年度

の末日において、指名委員会等設置会社でない場合については、記載を省略することが

できる。 

(3) 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

（記載上の注意） 

  会社役員（取締役又は監査役に限る。）との間で責任限定契約（会社法第 427 条第 1項の契

約をいう。以下同じ。）を締結しているときは、当該契約の内容の概要（当該契約によって当

該会社役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあって

は、その内容を含む。）を記載すること。 

３ 社外役員に関する事項 

（記載上の注意） 

直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること（(3)及

び（4）を除く。） 

⑴ 社外役員の兼職その他の状況 

氏 名 兼職その他の状況 



（記載上の注意） 

１ 社外役員が他の法人等の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する

業務執行者をいう。以下同じ。）であることが重要な兼職（同令第 121 条第 8 号に規定す

る重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する場合は、株式会社商工組合中央金庫と当該

他の法人等との関係を記載すること。 

２ 社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが重要な

兼職に該当する場合は、株式会社商工組合中央金庫と当該他の法人等との関係を記載す

ること。 

３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であるこ

とを株式会社商工組合中央金庫が知っているときは、その事実（重要でないものを除く。）

を記載すること。 

  ①株式会社商工組合中央金庫の親会社等（自然人であるものに限る。） 

  ②株式会社商工組合中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫の特定関係事業者（会社

法施行規則第２条第３項第 19 号に規定する特定関係事業者をいう。）の業務執行者又

は役員（業務執行者であるものを除く。） 

⑵ 社外役員の主な活動状況 

氏 名 在 任 期 間 取締役会への出席状況
取締役会における発言その他の活動状

況 

（記載上の注意） 

１ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 

① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 

③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 

２ 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

① 当該社外役員の意見により株式会社商工組合中央金庫の事業の方針又は事業その他

の事項に係る決定が変更されたときは、その内容（重要でないものを除く。） 

② 株式会社商工組合中央金庫において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務

の執行（当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行）が行

われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、各社外役員が当該事実の発生の

予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要 



⑶ 社外役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

支給 

人数 

株式会社商工組合中央金

庫からの報酬等 

株式会社商工組合中央金庫の子

会社等からの報酬等 

報酬等の合計    

（記載上の注意） 

１ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上

の利益をいう。 

２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条第 5 号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。

また、同条第 6号に規定する報酬等についても記載すること。 

３ 株式会社商工組合中央金庫の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額

を「株式会社商工組合中央金庫からの報酬等」の欄に括弧内書すること。 

４ 株式会社商工組合中央金庫の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に

取締役と監査役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

５ 「株式会社商工組合中央金庫の子会社等からの報酬等」については、次の①又は②に

掲げる場合の区分に応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において会社役

員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること（社外役員で

あった期間に受けたものに限る。）。 

 ① 株式会社商工組合中央金庫に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等

の子会社等（株式会社商工組合中央金庫を除く。） 

 ② 株式会社商工組合中央金庫に親会社等がない場合 株式会社商工組合中央金庫の子

会社又は子法人等 

⑷ 社外役員の意見 

氏  名 社外役員の意見の内容 

（記載上の注意） 

「３ 社外役員に関する事項」の⑴から⑷に掲げる内容に対して社外役員の意見があると

きは、その意見の内容を記載すること。 

４ 当金庫の株式に関する事項 

⑴  株式数          発行可能株式総数              千株 

発行済株式の総数              千株 

⑵  当年度末株主数                                    名 



⑶  大株主 

株主の氏名又は

名称 持株数等 持株比率 

 千株 ％

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対するその有す

る株式の数の割合が高いことにおいて上位となる 10 名の株主について、持株数の順に記

載すること。 

２ 剰余金の配当その他の会社法第 108 条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる

２以上の種類の株式を発行する場合にあっては、(1)から(3)までをそれぞれ株式の種類

ごとに記載すること。 

３ その他株式に関する重要な事項を記載すること。 

 ⑷  株主構成 

区 分 持 株 数 等 持 株 比 率

政 府 千株 ％

中 小 企 業 等 協 同 組 合

 事業協同組合・同連合会

 事 業 協 同 小 組 合

 火災共済協同組合・同連合会

 信用協同組合・同連合会

 企 業 組 合

協 業 組 合

商 工 組 合 ・ 同 連 合 会

商店街振興組合・同連合会

生活衛生同業組合・同連合会

酒 類 業 組 合 ・ 同 連 合 会

内 航 海 運 組 合 ・ 同 連 合 会

輸 出 組 合 ・ 輸 入 組 合

市 街 地 再 開 発 組 合

中 小 企 業 団 体 の 構 成 員



そ の 他

５ 会計監査人に関する事項 

⑴  会計監査人の状況 

（単位 百万円） 

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他 

（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び株式会社商工組合中央

金庫の監査の職務を行った指定社員（公認会計士法第34条の10の 4 に規定する指定社員

をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益

をいう。 

３ 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 

① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会

社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が会社法第

399 条第 1項の同意をした理由 

② 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の

業務をいう。以下同じ。）の内容 

③ 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分

に係る事項（株式会社商工組合中央金庫が事業報告の内容として適切であるものと判

断した事項に限る。） 

④ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、当

該処分に係る事項 

４ 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議によって解任された

ものを除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏名又は名称を、「そ

の他」に次に掲げる事項（当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたもの

を除く。）を記載すること。 

① 会社法第 340 条第３項の理由があるときは、その理由 

② 会社法第345条第５項において読み替えて準用する同条第１項の意見があるときは、

その意見の内容 

③ 会社法第 345 条第５項において読み替えて準用する同条第２項の理由又は意見があ

るときは、その理由又は意見 

５ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、株式会社商工組合中央金庫

の会計監査人である公認会計士又は監査法人に、株式会社商工組合中央金庫、子会社及

び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。な

お、この額は当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 



⑵ 責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

（記載上の注意） 

会計監査人と株式会社商工組合中央金庫との間で締結している責任限定契約の内容（当

該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講

じている場合にあっては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

⑶  会計監査人に関するその他の事項 

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

ハ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、株式会社商工組合中央金庫

の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第 16 条の２第５項に規定する外国公認会

計士を含む。)又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含

む。）が、株式会社商工組合中央金庫の重要な子法人等の計算関係書類（これに相当する

ものを含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令

を含む。）の規定によるものに限る。）をしているときは、その事実 

（記載上の注意） 

当該事業年度の末日において公開会社でない場合は、以下の事項について、記載を省

略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追加して記載するこ

と。 

①  当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

②  会計監査人に対して非監査業務の対価を支払っているときは、その非監査業務の内

容 

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

６ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合に

は、会社法施行規則第 118 条第 3号の規定に従い記載すること。 

７ 業務の適正を確保する体制 

（記載上の注意） 

次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容

の概要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

１ 会社法第 348 条第３項第４号に規定する体制 

２ 会社法第 362 条第４項第６号に規定する体制 

３ 会社法第 399 条の 13 第 1項第 1号ロ及びハに規定する体制 

４ 会社法第 416 条第１項第１号ロ及びホに規定する体制 



８ 特定完全子会社に関する事項 

（記載上の注意） 

  株式会社商工組合中央金庫(当該事業年度の末日において、その完全親会社等(会社法第

847 条の 3第 2項に規定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に特定完全子会社

(当該事業年度の末日において、株式会社商工組合中央金庫及びその完全子会社等(同法第

847 条の 3第３項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下 9において

同じ。)における株式会社商工組合中央金庫のある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式

の帳簿価額が株式会社商工組合中央金庫の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計

上した額の合計額の 5分の 1(同法第 847 条の 3 第 4 項の規定により 5 分の 1 を下回る割合

を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該ある完全子会社等を

いう。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第 4 号の規定に従い記載すること。 

９ 親会社等との間の取引に関する事項 

 （記載上の注意） 

   株式会社商工組合中央金庫とその親会社等との間の取引(株式会社商工組合中央金庫と第

三者との間の取引で株式会社商工組合中央金庫とその親会社等との間の利益が相反するも

のを含む。)であって、株式会社商工組合中央金庫の当該事業年度に係る個別注記表におい

て会社計算規則第 112 条第 1 項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同

項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するものを除く。)がある場合には、

会社法施行規則第 118 条第 5 号の規定に従い記載すること。 

10 会計参与に関する事項 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

（記載上の注意） 

会計参与との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によ

って当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合

にあっては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

11 その他 

（記載上の注意） 

その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 


